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住民監査請求に基づく審査結果について 

 

 

  平成３０年１月９日付けで提出された、地方自治法第２４２条第１項の規定に基づ

く住民監査請求について、その結果を別紙のとおり公表します。 
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決決決決    定定定定    書書書書    

 

第第第第１１１１    請求人請求人請求人請求人    

   住所 別府市 

   氏名  

第第第第２２２２    請求年月日請求年月日請求年月日請求年月日    

   平成３０年 １月 ９日 

第第第第３３３３    請求請求請求請求のののの趣旨趣旨趣旨趣旨（原文のまま） 

   市長は鉄輪地獄地帯公園の一部を不当な方法で売却し市民に損害を与え

た。監査委員は別府市の被った損害を補填するため必要な措置を講ずるよ

う勧告することを求める。 

第第第第４４４４    請求書請求書請求書請求書のののの補正補正補正補正    

   平成３０年１月２３日に、損害額及び措置内容について、また、土地売

却から１年を経過し、さらに情報公開請求の開示後５か月を経過した正当

な理由について、同月３１日を期限とする補正を求めた。   

第第第第５５５５    監査委員監査委員監査委員監査委員のののの判断判断判断判断    

 １ 主文 

   本件請求を却下する。 

 ２ 理由 

 （１）住民監査請求の請求期限 

    地方自治法２４２条２項は、「前項の規定による請求は、当該行為のあ

った日又は終わった日から１年を経過したときは、これをすることがで

きない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定し

ている。 

 （２）請求人が監査を求める財務会計行為 

    請求人は、請求の趣旨において、「市長は鉄輪地獄地帯公園の一部を不

当な方法で売却し市民に損害を与えた。」としている。この公園の一部（売

却時は普通財産）売却が対象となる財務会計行為であり、その契約年月

日は平成２８年３月７日である。 
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 （３）請求人の主張する地方自治法２４２条２項の「正当な理由」 

公園の一部（売却時は普通財産）売却契約日は平成２８年３月７日であ

り、請求人の住民監査請求（以下「本件監査請求」という。）は平成３０

年１月９日であるため当該行為から１年１０か月余り経過している。請

求人の主張する「正当な理由」は、単に「（情報公開請求の開示である）

平成２９年８月４日の文書回答で初めて鉄輪地獄地帯公園の一部が売却

された事を知ることになりました。」としている。 

そのため、平成３０年１月２３日に１年を経過したさらなる「正当な理

由」などの補正を同月３１日を期限として求めたが補正書は提出されな

かった。 

以下、「正当な理由」の有無を検討する。 

（４）「正当な理由」についての最高裁判例 

ア 正当な理由及び相当な期間内について、「当該行為が秘密裡にされた

場合には、同項（地方自治法２４２条２項）ただし書にいう『正当な理

由』の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当

の注意力をもって調査したときに客観的に見て当該行為を知ることが

できたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から

相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものであ

る。」（最高裁昭和６３年４月２２日判決）としている。 

  さらに、最高裁平成１４年９月１２日判決は、「当該行為が秘密裡に

された場合に限らず、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもっ

て調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該

行為の存在又は内容を知ることができなかった場合にも同様であると

解すべきである。」としている。 

イ 相当な期間内の判断について、平成９年８月１９日に情報公開請求

により食糧費の支出について開示を受けた事件について、「そのころか

ら約４か月弱の期間が経過した同年１２月１５日にされた本件監査請

求は、前記の相当な期間内にされたものということはできない。」とす

るとともに、「支出の件数が多数であることなどによって、前記の相当

な期間についての判断が左右されるものではない。」（最高裁平成１７



3 

 

年１２月１５日判決）としている。 

（５）請求人による情報公開請求 

請求人は、平成２９年７月２４日に鉄輪地獄地帯公園土地売却などに

ついて別府市長あてに情報公開請求を行い、同年８月８日（請求書では８

月４日）に開示を受けた。 

 （６）結論 

    請求人の主張する情報公開請求による開示日を起算点とした場合、そ

の起算点は平成２９年８月８日となり、本件監査請求まで５か月を超え、

上記判例から判断すると本件請求は相当な期間内に行われたということ

はできない。 

したがって、本件監査請求に地方自治法２４２条２項ただし書にいう

「正当な理由」があるということはできない。 

よって、監査委員の合議により、主文のとおり決定する。 

 

 

 

 

 

 


